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公　　　示

一般乗用旅客自動車運送事業者に対する道路運送法第40条の規定に基づく事業の停止処分事案

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止について

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（福祉輸送サービス）変更認可申請事案

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請事案
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公 示

２５Ｃ０９号

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止に関する届出があったので、道路運送法

第１５条の２第２項及び道路運送法施行規則第１５条の６の規定に基づき、次のとお

り公示する。

令和７年１０月２３日

関 東 運 輸 局 長 藤 田 礼 子

- 2 -



１．届出の内容等

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の路線の廃止

事案番号 ２５Ｃ０９

届出を行った一般乗合 メート―観光 株式会社

旅客自動車運送事業者名

対象となる路線 事案番号 ２５Ｃ０９－１

埼玉県三郷市半田１１９３番地先

埼玉県三郷市半田１１９３番地先

０．１６キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２

埼玉県三郷市半田１１９３番地先

埼玉県三郷市彦成１１０３番地先

０．２２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３

埼玉県三郷市采女１丁目２４０番地先

埼玉県三郷市彦成４丁目１番地先

０．６１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４

埼玉県三郷市彦成４丁目２４番地先

埼玉県三郷市彦成４丁目２４番地先

０．２２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５

埼玉県三郷市彦成３丁目３４１番地先

埼玉県三郷市彦成３丁目２５４番地先

０．３キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－６

埼玉県三郷市彦成３丁目２５３番地先

埼玉県三郷市彦成３丁目３５１番地先

０．６２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－７

埼玉県三郷市彦成２丁目２０１番地先

埼玉県三郷市彦成２丁目１０２番地先

０．３８キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－８

埼玉県三郷市彦成１丁目１８８番地先

埼玉県三郷市彦成１丁目１６８番地先

０．１６キロ
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事案番号 ２５Ｃ０９－９

埼玉県三郷市彦成１丁目３９９番地先

埼玉県三郷市彦成１丁目６４番地先

０．２０キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１０

埼玉県三郷市彦成１丁目１２５番地先

埼玉県三郷市彦成１丁目１２３番地先

０．０５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１１

埼玉県三郷市彦成１丁目１２２番地先

埼玉県三郷市彦成１丁目９０番地先

０．４３キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１２

埼玉県三郷市彦糸１丁目６４番地先

埼玉県三郷市彦糸１丁目６１番地先

０．０７キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１３

埼玉県三郷市彦糸１丁目６１番地先

埼玉県三郷市彦糸１丁目８番地先

０．１９キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１４

埼玉県吉川市道庭１丁目１３－１先

埼玉県吉川市道庭１丁目１５－１先

０．１５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１５

埼玉県吉川市道庭１丁目１５－１先

埼玉県吉川市道庭１丁目１５－３先

０．０２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１６

埼玉県吉川市道庭１丁目１５－３先

埼玉県吉川市道庭１丁目１２－１先

０．１５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１７

埼玉県吉川市道庭１丁目１２－１先

埼玉県吉川市道庭１丁目８－３先

０．１９キロ
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事案番号 ２５Ｃ０９－１８

埼玉県吉川市中曽根１丁目２７－１８先

埼玉県吉川市中曽根１丁目３０－１先

０．１４キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－１９

埼玉県吉川市中曽根１丁目３０－１先

埼玉県吉川市中曽根１丁目１５－５先

０．２８キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２０

埼玉県吉川市中曽根１丁目１５－５先

埼玉県吉川市中曽根１丁目１３－５先

０．３１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２１

埼玉県吉川市中曽根１丁目１０－１先

埼玉県吉川市高久１丁目２７ー３先

０．２５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２２

埼玉県吉川市高久１丁目２７－３先

埼玉県吉川市高久１丁目２７－１１先

０．１１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２３

埼玉県吉川市高久１丁目２５ー１先

埼玉県吉川市高富２丁目２８－２先

０．３３キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２４

埼玉県吉川市高富１丁目２６－１先

埼玉県吉川市木売２丁目７－５先

０．６２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２５

埼玉県吉川市木売２丁目７－５先

埼玉県吉川市木売２丁目６－４先

０．０７キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２６

埼玉県吉川市木売２丁目３１番地先

埼玉県吉川市木売２丁目３１番地先

０．０４キロ
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事案番号 ２５Ｃ０９－２７

埼玉県吉川市高富１丁目６－１先

埼玉県吉川市高富１丁目５－１１先

０．１７キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２８

埼玉県吉川市高富１丁目５－１１先

埼玉県吉川市道庭２丁目１０－１先

１．０７キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－２９

埼玉県三郷市彦糸１丁目２１０－２先

埼玉県三郷市彦成２丁目１０１先

０．９９キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３０

埼玉県三郷市彦成２丁目２０１－２先

埼玉県三郷市天神１丁目２３４－１先

０．８３キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３１

埼玉県三郷市天神１丁目２３４－１先

埼玉県三郷市ピアラシティ２丁目３－１０３番地先

０．６５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３２

埼玉県三郷市ピアラシティ２丁目３－１０３番地先

埼玉県三郷市泉１丁目１３－１９先

０．２７キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３３

埼玉県三郷市泉１丁目１３－１９先

埼玉県三郷市ピアラシティ１丁目２－１先

０．２５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３４

埼玉県三郷市ピアラシティ１丁目２－１先

埼玉県三郷市ピアラシティ１丁目１－１４０先

０．３２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３５

埼玉県三郷市ピアラシティ１丁目１－１４０先

埼玉県三郷市泉３丁目３－２５先

０．１９キロ
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事案番号 ２５Ｃ０９－３６

埼玉県三郷市泉３丁目３－２５先

埼玉県三郷市泉３丁目８－１先

０．２１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３７

埼玉県三郷市泉３丁目８－１先

埼玉県三郷市上口２丁目４－１先

０．３２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３８

埼玉県三郷市上口２丁目４－１先

埼玉県三郷市彦沢２丁目２５－１先

０．６１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－３９

埼玉県三郷市彦沢２丁目２５－１先

埼玉県三郷市インター南２丁目１－２８先

０．０９キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４０

埼玉県三郷市インター南２丁目１－２８先

埼玉県三郷市インター南２丁目１－１先

０．１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４１

埼玉県三郷市インター南２丁目１－１先

埼玉県三郷市インター南１丁目７－９先

０．７２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４２

埼玉県三郷市インター南１丁目７－９先

埼玉県三郷市インター南１丁目５－３４先

０．３２キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４３

埼玉県三郷市インター南１丁目５－３４先

埼玉県三郷市花和田６００先

０．７８キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４４

埼玉県三郷市花和田６００先

埼玉県三郷市中央５丁目３１－１９先

０．８キロ
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事案番号 ２５Ｃ０９－４５

埼玉県三郷市中央５丁目３１－１９先

埼玉県三郷市中央３丁目４－１２先

０．１８キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４６

埼玉県三郷市中央３丁目４－１２先

埼玉県三郷市中央１丁目１０－１先

０．２１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４７

埼玉県三郷市中央１丁目１０－１先

埼玉県三郷市中央１丁目７－２先

０．２８キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４８

埼玉県三郷市中央１丁目７－２先

埼玉県三郷市中央１丁目７－２先

０．１１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－４９

埼玉県吉川市高富１丁目６－１先

埼玉県吉川市高富１丁目１０－６先

０．１１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５０

埼玉県吉川市高富１丁目１０－６先

埼玉県吉川市中曽根１丁目１５－５先

１．２５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５１

埼玉県吉川市中曽根１丁目７－１１先

埼玉県吉川市中曽根２丁目１２－７先

０．２１キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５２

埼玉県吉川市中曽根２丁目１２－７先

埼玉県吉川市美南２丁目１３－２２先

０．９９キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５３

埼玉県吉川市美南２丁目１３－２２先

埼玉県吉川市美南２丁目２４－１先

０．１６キロ
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事案番号 ２５Ｃ０９－５４

埼玉県吉川市美南２丁目２４－１先

埼玉県吉川市美南２丁目２４－１先

０．０４キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５５

埼玉県三郷市彦糸２丁目２０２－１先

埼玉県三郷市彦成３丁目１１－１３先

０．９キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５６

埼玉県三郷市彦成３丁目１１－１３先

埼玉県三郷市彦成３丁目１１－１９先

０．０９キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５７

埼玉県三郷市彦成３丁目１１－１９先

埼玉県三郷市彦成３丁目１１－２１先

０．２７キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５８

埼玉県三郷市彦成３丁目１１－２１先

埼玉県三郷市彦成３丁目１３－１７先

０．４４キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－５９

埼玉県三郷市彦成３丁目１３－１７先

埼玉県三郷市彦成３丁目１３－４先

０．２５キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－６０

埼玉県三郷市彦成１１０３番地先

埼玉県三郷市彦成４丁目１－１９先

キロ ０．４７

事案番号 ２５Ｃ０９－６１

埼玉県三郷市彦成４丁目１－１９先

埼玉県三郷市彦成４丁目１－１先

０．１８キロ

事案番号 ２５Ｃ０９－６２

埼玉県三郷市彦成４丁目１－１先

埼玉県三郷市彦成４丁目３－１８先

０．８４キロ
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廃止の予定日 令和８年４月１日

廃止を必要とする理由 コロナ禍以降の利用者の減少に加え、運転士が不足し、

運行の継続が困難であり、経営も圧迫しているため。

２．意見の聴取について

本事案に関して、道路運送法第１５条の２第２項の規定による意見の聴取を行いま

すので、本事案に利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日

から１０日以内に、次の①～④の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車

交通部旅客第一課又は埼玉運輸支局輸送担当まで提出して下さい。（郵送による場合

には、期限当日の消印のあるものは有効とします。）

① 意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

② 事案の件名及び事案番号

③ 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

④ 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、

実施予定日の１０日前までに別途通知します。

（参 考）

一般乗合旅客自動車運送事業の路線の休廃止については、道路運送法第１５条の２

第１項の規定により、実施予定日の６ヵ月前までに届け出ることで実施可能となって

います。この意見の聴取は、本事案に係る廃止を行った場合における旅客利便の確保

についての意見を聴取し、同条第３項及び第４項に基づく廃止の実施日の繰り上げが

可能かどうかを判断するために行うものです。

意見聴取において届出を行った事業者が繰り上げを希望し、かつ、他の利害関係人

から特段の意見のなかった場合などにおいて、旅客の利便を阻害しないと認められる

ときには、繰り上げを行うことがあります。
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和７年１０月２３日　　　関東運輸局長　藤田　礼子

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（福祉輸送サービス）変更認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２５B２８号　紺野　和宏

１．令和７年８月１３日

２．千葉地区（旧千葉県Ａ地区）

３．運賃及び料金（福祉輸送サービス）変更認可申請の概要

下記の距離制運賃について、初乗距離を２ｋｍに換算する。

（ア）　特定大型車　　　　　　　　　  Ｂ運賃

公　　　示
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金設定認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和７年１０月２３日　　　関東運輸局長　藤田　礼子

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２５B２９号　大多喜タクシー　株式会社

１．令和７年８月１９日

２．千葉地区（旧千葉県Ｂ地区）

３．運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請の概要

以下（別紙）のとおり

公　　　示
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１．運賃の種類

　　（１）平成１４年１月１７日付けで関東運輸局長が公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃

　　 　　及び料金に関する制度について」記１．（１）．ハ．①に定める定額運賃

　　（２）定額運賃適用施設は　東京国際空港　とし、一定エリアについては以下に定めるゾーンとする

２．定額運賃を適用するゾーン、距離及び最短経路
　　

ゾーン名 距離

大多喜町 56.8km

３．定額運賃の額等

（１）算出の基礎となる距離制運賃等

①距離制 特定大型車 初乗運賃 １．１５５Kmまで ５６０円

加算運賃 ２１８ｍまでを増すごとに １００円

大　型　車 初乗運賃 １．１５５Kmまで ５３０円

加算運賃 ２３０ｍまでを増すごとに １００円

普　通　車 初乗運賃 １．１５５Kmまで ５００円

加算運賃 ２４４ｍまでを増すごとに １００円

②　深夜早朝割増　２２時から５時まで ２割増

１割引

（２）定額運賃の額

４．適用方法

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

定額運賃は、予め営業所又は無線基地局において、旅客との間に定額運賃によることを特約した場合に適用する。

28,13031,260

深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯（午後１０時～午前５時）の中にすべて含まれる場合に適用する。

障害者割引又は運転免許返納者割引の対象者は、現に認可を受けている障害者割引割引及び運転免許返納者割引の適用方による。

23,490

障害者割引及び運転免許返納者割引の両方に該当する場合は、いずれか高い割引率を適用し、割引の重複はしないものとする。

29,630 22,230 26,660大型車

車種区分は、現に認可を受けている運賃の車種区分による。

大多喜町

特定大型車 26,100

有料道路利用料、駐車料、その他旅客から特別な負担を求められた場合の実費は旅客の負担とする。

運行の中止等の場合の措置として、運賃メーター器を併用することとし、運送の最初から運賃メーター器を通常の距離制運賃（時間距離併
用制運賃を含む。）の運送におけるものと同様に操作する。

運送の途中において、旅客の都合により運送を中断する場合、又は、本認可による定額運賃の目的地以外の場所に目的地を変更するよ
うな場合、若しくは、旅客の都合により申込み時に予定した運送経路以外を経由した運送に変更するような場合であって、当該変更経路が
本認可による定額運賃の目的地と大きくかけ離れる場合の運賃の収受は運賃メーター器の表示額によることとする。

深夜早朝割増・
障害者割引及び

運転免許返納者割引
適用運賃（円）

25,11021,06027,90023,400

24,700

普通車

③　障害者割引又は運転免許返納者割引

適用地域 最短経路

大多喜街道～市原鶴舞ＩＣ～木更津ＪＣＴ～川崎浮島ＪＣＴ～空港中央ＩＣ～東京国際空港
（第１ターミナル）

夷隅郡大多喜町全域

ゾーン名 車種区分
深夜早朝割増
適用運賃（円）

定 額 運 賃 （ 円 ）
障害者割引及び

運転免許返納者割引
適用運賃（円）
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◎旅客自動車運送事業の運賃及び料金設定認可申請事案

道路運送法施行規則第55条の規定により次のとおり公示する。

なお、本件について意見の聴取の申請をしようとするときは公示の日から10日以内に

次に掲げる事項を記載した申請書を当該運輸支局経由関東運輸局長あて提出されたい。

１　申請者の氏名又は名称及び住所

２　事案の件名及びその番号

３　意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

４　意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

令和７年１０月２３日　　　関東運輸局長　藤田　礼子

○一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請事案

番号　申請者　事案の概要（１．申請年月日　２．運賃適用地域名　３．申請概要）

２５B３０号　大多喜タクシー　株式会社

１．令和７年８月１９日

２．千葉地区（旧千葉県Ｂ地区）

３．運賃及び料金（定額運賃）設定認可申請の概要

以下（別紙）のとおり

公　　　示
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１．運賃の種類

　　（１）平成１４年１月１７日付けで関東運輸局長が公示した「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃

　　 　　及び料金に関する制度について」記１．（１）．ハ．①に定める定額運賃

　　（２）定額運賃適用施設は　成田国際空港　とし、一定エリアについては以下に定めるゾーンとする

２．定額運賃を適用するゾーン、距離及び最短経路
　　

ゾーン名 距離

大多喜町 64.1km

３．定額運賃の額等

（１）算出の基礎となる距離制運賃等

①距離制 特定大型車 初乗運賃 １．１５５Kmまで ５６０円

加算運賃 ２１８ｍまでを増すごとに １００円

大　型　車 初乗運賃 １．１５５Kmまで ５３０円

加算運賃 ２３０ｍまでを増すごとに １００円

普　通　車 初乗運賃 １．１５５Kmまで ５００円

加算運賃 ２４４ｍまでを増すごとに １００円

②　深夜早朝割増　２２時から５時まで ２割増

１割引

（２）定額運賃の額

４．適用方法

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

③　障害者割引又は運転免許返納者割引

適用地域 最短経路

大多喜町県道２７号～茂原長南ＩＣ～東金ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ～成田国際空港（第１ターミ
ナル）

夷隅郡大多喜町全域

ゾーン名 車種区分
深夜早朝割増
適用運賃（円）

定 額 運 賃 （ 円 ）
障害者割引及び

運転免許返納者割引
適用運賃（円）

大多喜町

特定大型車

普通車

26,46035,260

運行の中止等の場合の措置として、運賃メーター器を併用することとし、運送の最初から運賃メーター器を通常の距離制運賃（時間距離併
用制運賃を含む。）の運送におけるものと同様に操作する。

運送の途中において、旅客の都合により運送を中断する場合、又は、本認可による定額運賃の目的地以外の場所に目的地を変更するよう
な場合、若しくは、旅客の都合により申込み時に予定した運送経路以外を経由した運送に変更するような場合であって、当該変更経路が本
認可による定額運賃の目的地と大きくかけ離れる場合の運賃の収受は運賃メーター器の表示額によることとする。

深夜早朝割増・
障害者割引及び

運転免許返納者割引
適用運賃（円）

28,35023,67031,50026,300

27,900

29,400 31,730

深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯（午後１０時～午前５時）の中にすべて含まれる場合に適用する。

障害者割引又は運転免許返納者割引の対象者は、現に認可を受けている障害者割引割引及び運転免許返納者割引の適用方による。

障害者割引及び運転免許返納者割引の両方に該当する場合は、いずれか高い割引率を適用し、割引の重複はしないものとする。

33,430 25,110 30,080大型車

車種区分は、現に認可を受けている運賃の車種区分による。

有料道路利用料、駐車料、その他旅客から特別な負担を求められた場合の実費は旅客の負担とする。

定額運賃は、予め営業所又は無線基地局において、旅客との間に定額運賃によることを特約した場合に適用する。
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◎一般乗用旅客自動車運送事業者に対する道路運送法第40条の規定に基づく事業の停止処分事案

　  道路運送法施行規則第６０条の２の規定により下記のとおり公示する。

　　なお、当該事案の処分について利害関係を有する者で、当該聴聞に参加しようとするときは、当該聴

　聞の期日の７日前までに次に掲げる事項を記載した書面を東京運輸支局長を経由して関東運輸局長

　あて提出されたい。

　　１．参加しようとする者の氏名及び住所

　　２．事案の件名及びその番号

　　３．当該事案について利害関係を有することの疎明

　 令和７年１０月２１日 関 東 運 輸 局 長　 藤 田　礼 子

記

　　事案番号　２５Ｆ０１

　　１．事業者の氏名及び住所

　　　　 鳳自動車　株式会社

東京都葛飾区西水元５－１３－１４

　　２．予定される処分内容

　　　　道路運送法第２７条第３項等の規定違反による道路運送法第４０条の規定に基づく事業の停止処分

　　３．聴聞の期日

　　　　令和７年１２月１０日　午後１時３０分

　　４．聴聞の場所

　　　　神奈川県横浜市中区北仲通5-57

　　　　横浜第二合同庁舎18階

　　　　関東運輸局自動車監査指導部

　　　　電話045（211）7271

公　　　示

- 16 -


